
平
成
十
七
年
文
部
科
学
省
・
環
境
省
令
第
二
号

国
立
大
学
法
人
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政

令
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
新
富
山
大
学
法
人
が
行
う
も
の
と
さ
れ
る
環
境
情
報
の
提
供
の
促
進
等
に
よ

る
特
定
事
業
者
等
の
環
境
に
配
慮
し
た
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
環

境
報
告
書
の
作
成
及
び
公
表
の
方
法
を
定
め
る
省
令

国
立
大
学
法
人
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令

（
平
成
十
七
年
政
令
第
二
百
九
十
一
号
）
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
環
境
情
報
の
提
供

の
促
進
等
に
よ
る
特
定
事
業
者
等
の
環
境
に
配
慮
し
た
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七

十
七
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
立
大
学
法
人
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政

令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
新
富
山
大
学
法
人
が
行
う
も
の
と
さ
れ
る
環

境
情
報
の
提
供
の
促
進
等
に
よ
る
特
定
事
業
者
等
の
環
境
に
配
慮
し
た
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
九
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
環
境
報
告
書
の
作
成
及
び
公
表
の
方
法
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

国
立
大
学
法
人
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令

附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
令
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
新
富
山
大
学
法
人
が
行
う
も
の
と
さ
れ
る
環
境
情

報
の
提
供
の
促
進
等
に
よ
る
特
定
事
業
者
等
の
環
境
に
配
慮
し
た
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
九
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
環
境
報
告
書
の
作
成
及
び
公
表
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
に
始
ま
る
事
業
年
度
に
お
け
る
同

令
附
則
第
二
項
に
規
定
す
る
旧
富
山
医
科
薬
科
大
学
法
人
及
び
旧
富
山
大
学
法
人
の
事
業
活
動
に
伴
う
環
境
へ
の

負
荷
の
程
度
を
示
す
数
値
を
含
む
環
境
報
告
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
当
該
事
業
年
度
の
終
了
後
六
月
以
内
に
公
表

す
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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